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動物検疫所羽田空港支所交渉（全農林労働組合東京農政分会） 

 

議事要旨 

 

１ 開催日時  令和８年２月 17日（火）17:30 ～ 17:40（10分） 

２ 場 所  羽田空港 CIQ棟共用会議室 

３ 出 席 者  動物検疫所羽田空港支所    國保 直子 支所長 

３ 出 席 者  動物検 同所羽空港支所    森 昌宏 庶務課長 

全農林労働組合東京農政分会  泉   尚巳 委員長 

３ 出 席 者  動物検 同所羽空港支所    近藤 雅方 書記長 

３ 出 席 者  動物検 同所羽空港支所    橋本真梨子 執行委員 

３ 出 席 者  動物検 同所羽空港支所    本田 省吾 執行委員 

 

４ 議 題  要求書回答 

       （全農林労働組合東京農政分会提出 別添「要求書」） 

 

５ 議事概要 

（庶務課長） 

ただいまから、全農林労働組合東京農政分会からの要求に基づく交渉を開始す

る。 

本日の交渉に先立ち、国家公務員法第 108 条の５の規定に基づく予備交渉の段 

階で取り決めた事項を報告する。 全農林労働組合東京農政分会から提出された要

求事項のうち「新たな労使関係の構築に関する基本方針について」第３の１の（３）

に定められた要件を満たし、 交渉事項とする事項は、 

 

Ⅰ 労働諸条件の改善についての 

１のうち「超過勤務を縮減すること」の部分及び２のうち「超過勤務縮減策を

具体化し着実に実施すること」の部分 

及び３、４、 

及び５のうち「羽田空港支所として、セクシャルハラスメント、パワーハラスメ

ントなどあらゆるハラスメントを職場から根絶するとともに、実効ある防止策の

徹底」の部分 

及び６、７、 

及び８「障害者雇用について、羽田空港支所として、雇用される障害者に寄り添

った職場環境の整備を行うこと」「障害者・健常者が共に働きやすい職場環境を

構築すること」の部分 

及び９、 

Ⅱ 福利厚生施策の充実について 

Ⅲ 人事評価制度について 
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とし、その他の事項については、国家公務員法第 108 条の５第３項の管理運営事項

であるため要望事項として接受します。 

 

（庶務課長） 

それでは要求事項について、國保支所長から回答する。 

 

（國保支所長） 

労働諸条件の改善についてののうち超過勤務については、事前の超過勤務命令を徹

底し、勤務時間外の業務指示は行わないよう努めているところであり、管理者に対

して上限時間を十分認識し今後必要となる超勤時間を推計・把握し、必要に応じて

人員配置や業務分担の見直しの検討を行った上で、超過勤務命令を行うよう指導し

てまいりたい。 

 

 ４の「勤務間インターバルの確保」については、令和６年３月 29日付で庶務課長会

議申合せ「新たな超過勤務縮減対策について」を改正し、職員の 11時間の勤務間イ

ンターバルの確保を努力義務として規定したところであり、超過勤務の縮減や弾力

的な勤務時間の割振り等を通じて職員の勤務間インターバルを確保できるよう努

めてまいりたい。 

 

５の「羽田空港支所として、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどあ

らゆるハラスメントを職場から根絶するとともに、実効ある防止策の徹底」の部分

については、秘書課長通知により、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除の

ための措置等を明確にしているところであり、パワー・ハラスメントの防止につい

ては、「パワー・ハラスメントを起こさないために注意すべき言動例」の周知や令

和２年６月に制定された人事院規則の内容を職員に周知するとともに、各部署に相

談窓口を設置し、このことを職員に周知しているところであり、それぞれの相談窓

口の相談員が、職員からのハラスメントを含む日常的な苦情等の相談に応じてい

る。 

また、例年 12月上旬に実施される「ハラスメント防止週間」において職場研修等

を実施し、その発生防止に努めているところであり、引き続きハラスメントのない

職場づくりに取り組んでまいりたい。 

 

６の「年次休暇や夏季休暇が計画的に取得できる職場環境を整備」については、年

次休暇や夏季休暇を計画的に取得することは重要であると考えており、年間を通じて年

次休暇の計画表を作成するとともに、計画的な年次休暇の使用を職員に呼びかけるこ

と、ゴールデンウィーク、夏季休暇や年末年始の休暇の際に年次休暇と組み合わせて長

期連続休暇となるよう努めること、10 月に１月から９月までの年次休暇の使用日数が

５日未満の職員を把握し、業務に支障のない範囲で計画的に使用できる環境を整備する

ことなどを促しているところであり、引き続き職員が諸休暇を取得しやすい職場環境の

整備に努めてまいりたい。 
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７の「ワークライフバランスの確保」等については、妊娠・出産・育児に関わる休

暇について、育児等と仕事の両立を尊重する風土の醸成により、職員が能力を十分

に発揮し、効率的な公務運営を実現できるよう、人事院通知「妊娠・出産・育児・

介護と仕事の両立支援制度の活用に関する指針」に基づき、メールやポータルサイ

トを活用した情報発信、相談体制の整備、研修の実施等に取り組んでいるところで

ある。 

 諸休暇等については、職員から照会があった場合には個別に対応を行っていると

ころであり、引き続き利用しやすい環境を維持してまいりたい。 

 

８の「障害者雇用について、羽田空港支所として、雇用される障害者に寄り添った

職場環境の整備を行うこと」の部分については、引き続き、障害者の要望や実態の

把握を行い、きめ細かい対策を講ずるなど、環境整備を含め障害者が働きやすい職

場づくりに努めてまいりたい。 

 

９の「管理者と職員のコミュニケーション」については、業務を実施するにあたっ

ては日頃から管理者と職員とのコミュニケーションが重要と考えており、職員の意

見を十分尊重して風通しのよい職場環境づくりに努めてまいりたい。 

 

「Ⅱ 福利厚生施策の充実について」のメンタルヘルス対策については、「農林

水産省職員の心の健康づくりのための指針」等に基づき、心の健康に対する管理職

員の意識向上のため、定期的にメンタルヘルス研修を実施するほか、心の健康に不

調のある職員の早期発見・早期対応のため、職場内の相談体制や外部の専門機関に

相談できる体制を整備し、職場や専門家が連携して対応してまいりたい。 

 

「Ⅲ 人事評価制度について」は、評価結果が処遇に活用されることから、期首

面談においては、評価者と被評価者の間で認識を共有して目標を確定するととも

に、期末面談にあたっては、理由を含めて丁寧に説明するよう引き続き指導してま

いりたい。 

 コミュニケーションについては、先ほども申し上げたところであるが、人事評

価制度にかかわらず今後とも奨励してまいりたい。 

 

（組合） 

本日の交渉内容は、組合員にとって大変重要な事項である。今後とも職場環境の改善

に向けてよろしくお願いする。 

 

（國保支所長） 

  本日の交渉を踏まえ、今後とも、明るく風通しの良い職場となるよう、引き続き努

力してまいりたい。 
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（庶務課長） 

    以上で東京農政分会からの要求に基づく交渉を終了する。 

 

以上 






